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第１ 申し込みにあたっての注意 

１ 申し込みの制限 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 

地方自治法施行令第１６７条の４ 

１ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する

能力を有しない者及び破産者で、復権を得ない者を参加させることができない。 

２ 普通地方公共団体は、次の各号の１に該当すると認められる者をその事実があった後２年間一般競争入札

に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者に

ついても、また同様とする。 

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不

正の行為をした者 

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは

不正の利益を得るために連合した者 

(3) 落札者が契約を締結することと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(4) 地方自治法第234条２第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

(6) 全各号の１に該当する事実があった後２年を経過していない者を契約の履行に当たり代理人、支配人

その他の使用人として使用した者 

（２） 平成26年7月1日以降に創業（個人）又は設立（法人）した者は、申し込むことができない。 

 

２ 申込書類の作成について 

（１） 申込書類に記入する文字は楷書で、黒色又は青色のペン又はボールペンを使用して明瞭に記入する

こと。 

（２） 使用する言語は、日本語に限る。（添付・提示書類等が、日本語以外の場合は翻訳文を添えること。） 

（３） 金額は、原則として、「千円未満切り捨て」で記入する。 

（４） 申込書類は、特に指定がない限り、平成２６年７月１日現在で記入する。（以下「基準日」という。） 

（５） 登記簿謄本、印鑑証明書、身分証明書及び登記事項証明書は、３ヶ月以内に発行された正本とする。 

（６） 申込書類に虚偽の記載等をした場合は、入札参加資格を取り消すことがある。 

 

３ 申込書類の提出について 

（１） 申込書類の提出については、郵送又は持参とする。 

（２） 申込書類を持参する場合、申込内容を十分説明できる者１名に持参させること。（※なお、従業員が

申込書を持参する場合には、委任状を提出する必要はない。） 

（３） 申込者に代わって行政書士が審査申込を行うときは、依頼主からの委任状を提出すること。 

委任状の様式は自由とする。ただし、用紙はＡ４縦版を使用すること。 

また、この場合、１回の受付での申込みは２者までとする。 
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４ 申込営業種目の制限等 

① 

種目番号028「百貨店・総合商社」の営業種目のうち、品目番号02「総合商社」に該当する者 

 多種目について平均的売上比率があり、資本金が１０億円以上で、かつ総売上高が１兆円以上で

ある商社に限る。 

② 

種目番号101「印刷」に申請を希望する場合 

印刷機械設備の所有者に限り申請ができる。 

（ただし、品目番号 10「ＤＴＰ・デザイン」及び品目番号 11「印刷物の企画・編集」のみに申請

を希望する場合は、この限りではない。） 

③ 

組合（企業組合及び協業組合を除く）の場合 

組合の定款に協同受注の定めが無い営業種目については申請することができない。 

 その他、法令等により物品の販売、役務の提供等に許可・資格・届出等が義務付けられているものにつ

いては、当然にその許可等を有していることを条件とする。 
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第２ 一般（事業協同組合以外）の申込者 

 

１ 物品買入れ等競争入札参加資格審査申込書 

 

（１）受付番号欄 

 

空欄のままにしてください。 

 

（２）営業種目欄 

入札参加資格の取得を希望する種目番号と営業種目名を記入する。営業種目を２種目以上申し込む

場合は、種目番号の若い順に記入する。 

登録後は、追加登録は認めないので、資格取得期間の営業方針等を十分検討した上で申し込むこと。

営業種目番号と営業種目は、〔別表１〕営業種目分類表（Ｐ.30～33）を参照する。 

 

 

 

（３）申 込 者 

本店所在地（登記上）・商号又は名称・代表者を記入し、実印を押印する。 
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２ 営業概要総括表 

 受 付 番 号 空欄のままにしてください。 

１ 区 分 

1 新規申込者 ２の継続申込者以外の者は、すべて「１」に○を付ける 

2 継続申込者 
平成 24・25・26年度の入札参加資格者のうち、定期受付

で申込みをした者は、「２」に○を付ける。 

２ 産 業 分 類 

主たる事業：専業率が最も高い種目により判断し、該当産業に○を付ける。 

種目番号 産業分類 

001～028、090（010 の取扱い品目番号

14を除く物品関係） 

「5 小売業」 

「2 卸売業」 

「3 製造業」 

010（自動車修理） 「6 サービス業」 

101（印刷関係） 「3 製造業」 

110（道路・公園管理）、114（運搬請負） 「4 その他」 

101、110、114を除く委託関係 「6 サービス業」 

兼業売上のうち工事の比率が高い者 「4 その他」 
 

３ 

商号又は名称 

次の表に従って、 

（組織種類の略号）＋ 会社名  又は  組織名＋（組織種類の略号） 

のどちらか（組織の種類の前後による）の書き方で記入すること。 

株式会社 （株）会社名  又は  会社名（株） 

有限会社 （有）会社名  又は  会社名（有） 

合名会社 （名）会社名  又は  会社名（名） 

合資会社 （資）会社名  又は  会社名（資） 

個人（商号登記がある場合） （個）商号 

個人（商号登記がない場合） （個）氏名 
 

 

フ リ ガ ナ 

商号又は名称のフリガナは、カタカナで記入する。 

● （株）、（有）等の組織名称のフリガナは記入しない。 

● 濁点「゛」・半濁点「゜」は、１マスを使用する。 

● 上段の左端から記入し、下段はマスが足りない場合に使用する。 

法 人 別 等 

コ ー ド 

法人格の種類によりコード番号を記入する。 

00 個人 06 財団法人 12 協同組合 

01 株式会社 07 社会福祉法人 13 農業協同組合 

02 有限会社 08 協同組合 14 漁業協同組合 

03 合名会社 09 商業組合 15 生活協同組合 

04 合資会社 10 工業組合 16 その他 

05 社団法人 11 企業組合 17 特定非営利活動法人 
 

組織名称の 

前 後 区 分 

組織名称の位置のコード番号を記入する。 

0 個 人 1 法人名称の前 2 法人名称の後 3 その他 
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４ 

代 表 者 氏 名 
代表取締役又は代表者の氏名を記入する。 

代表取締役等の「役職名」は記入しない。 

 フ リ ガ ナ 
フリガナはカタカナで記入する。 

濁点「゛」・半濁点「゜」は、１マスを使用し、姓と名の間は、１マスあける。 

５ 

本 店 所 在 地 

郵便番号：７ケタで記入。 

所在地：都道府県名から省略せずに記入する。 

● 「○丁目」の○は漢数字 

● 「□番地 又は □番□号」の□は算用数字 

［記載例］二丁目８番１号 

○ 主たる営業の本拠地が、登記上の本店所在地にない場合 

  この欄には、主たる営業の本拠地を記入し、登記上の本店は「７ 登記上の

本店」欄に記入する。ただし、主たる営業の本拠地を確認できるものを提示でき

ることを条件とする。 

◎登記上の本店所在地は都外にあり、主たる営業の本拠地が都内にある場合 

税務署の提出した「課税標準の分割に係る明細書」（第10号様式）により、 

主たる営業の本拠地が都内にあることを確認する。 

●「課税標準の分割に係る明細書」の控え（写し）を提出すること。 

 

都 道 府 県 

コ ー ド 

本店の所在する都道府県コードを記入する。 

〔別表３〕「３ 都道府県コード」表を参照（Ｐ．35）。 

区 市 町 村 

コ ー ド 

本店が東京都に所在する場合のみ、区市町村コードを記入する。 

〔別表３〕「４ 区市町村コード」を参照（Ｐ．35）。 

６ 登記上の本店 
登記上の本店所在地と、主たる営業の本拠地が異なる場合に記入する。 

都道府県コード、区市町村コードは、「６ 本店所在地」の記入方法と同じ。 

７ 

代 理 人 

代理人を登録する場合のみ記入する。 

☆ 代理人とは、代表者から委任を受けて、「入札、契約等の法行為を自分の名

前で行う者」をいう。 

 入札書の提出や契約書の受け渡しをする営業担当者は、代理人ではない。 

● 代理人を置くためには、委任状（様式指定）を提出する必要がある。 

● 代理人は、社内の方１名に限る。 

 

支 店 名 等 代理人の所属する 支店、営業所、営業部署 等の名称を記入する。 

役 職 氏 名 代理人の役職名・氏名を記入する。 

フ リ ガ ナ 
代理人氏名のフリガナは、カタカナで記入する。 

濁点「゛」・半濁点「゜」は、１マスを使用し、姓と名の間は、１マスあける。 
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８ 
代 理 人 等 の 

所在地 

代理人を登録する場合 

● 「１ 支店等」に○を付けて、代理人の所在地を記入する。 

● 本店所在地と代理人所在地が異なる場合のみ記入する。 

本店が東京都以外にある場合などで、都内に連絡所を設けている場合 

●  「２ 連絡所」に○を付けて、連絡所の所在地を記入する。 

代理人、連絡所のいずれも設けない場合は、空欄のままとする。 

都道府県コード、区市町村コードは、「６ 本店所在地」の記入方法と同じ。 

９ 担 当 者 営業担当者（連絡窓口になる者）の所属と氏名を記入する。 

10 
電 話 番 号 

メールアドレス 

入札の指名通知の連絡を、直接受けられる電話番号を記入する。 

メールアドレスがある場合に記入する。 

11 ファクシミリ ファクシミリがある場合に、記入する。 

12 資 本 金 

申込日現在の資本金額を記入する。（単位は千円） 

株式会社・有限会社 払い込み資本金（登記簿上の資本金） 

合名会社・合資会社 貸借対照表の資本金額 

財団法人・社団法人 貸借対照表の基本額 

社会福祉法人 基本財産（貸借対照表の基金） 

特定非営利活動法人 貸借対照表の正味財産の金額 

個 人 貸借対照表（用紙指定）の元入金 
 

13 

営 業 年 数 等  

 

設立登記年月日 

・創業年月日 

該当する元号に○を付ける。 

年月日を記入する。１ケタの場合は、拾の位に０を記入。 

（６なら「０６」と記入。） 

営 業 年 数 

〔別表４〕Ｐ．36の「営業年数早見表」を参照して記入する。 

設 立 年 月 日 年   数 

１月１日以降 ７月 １日以前 早見表で求めた年数 

７月２日以降１２月３１日以前 早見表で求めた年数から１を除く 
 

14 

届 出 印 鑑 印鑑は、指定された枠内に 鮮 明 に押印すること。 

 

代表者実印 添付書類の「印鑑証明書」と同一の印鑑を押印する。 

代 表 者 

使 用 印 

契約にあたり、代表者が実印以外の印鑑を使用する場合に押印する。 

使用印を使う場合は、予め「使用印鑑届」（指定様式）により届出る必要がある。 

→ 使用印鑑届の書き方（Ｐ．16参照） 

なお、社判、実印に類似する印鑑は使用しないこと。 

代 理 人 印 
代理人を置く場合、受任者使用印鑑として委任状に押した印鑑を押印する。 

→ 委任状の書き方（Ｐ．16参照） 
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15 
審 査 対 象 

営 業 年 度 

平成２６年７月１日（基準日）の直前に終了した営業年度を記入。（Ｐ．16参照） 

例 

 

３月決算の法人の場合 （自）２５０４（至）２６０３ 

個人の場合 （自）２５０１（至）２５１２ 

16 

経 営 状 況 
 審査対象営業年度の貸借対照表の、「流動資産」、「総資産」、「流動負債」の額を

記入する。 

 
法人の場合 

（自己資本の算定方法） 

貸借対照表                剰余金（利益）処分計算書 

〔Ⅰ〕資本金 Ａ    当期未処分利益 

〔Ⅱ〕法定準備金 

１ 資本準備金 

２ 再評価積立金 

３ 利益準備金 

Ｂ  

 〔Ⅰ〕諸積立金 

１ 利益準備金 

２ 別途積立金 

３ その他積立金 

Ｄ 

〔Ⅲ〕剰余金    〔Ⅱ〕税金 

〔Ⅲ〕配当金 

〔Ⅳ〕役員賞与 

 

１ 任意積立金 

① 別途積立金 

② その他積立金 

Ｃ  

 

２ 当期未処分利益 

① 前期繰越利益 

② 当期利益 

   

〔Ⅴ〕次期繰越利益 Ｅ 
 

法人の自己資本額＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ 

●  自己資本額とは、貸借対照表の「資本の部」の資本金に準備金、剰余金を

加えた計算上の純資産の合計。 

   ただし、剰余金のうち、税金・株主への配当金・役員賞与（退職慰労金を

含む）など社内に留保されない（社外に流出した）資産を差し引いた純然た

る社内資産の合計をいう。 

●  損失が生じたときは、その損失分（当期未処分損失）は－（マイナス）計

算を行う。 

個人の場合  個人の自己資本額 ＝  元入金  ＋  本年利益  ＋  事業主借  －  事業主貸  

17 

納 税 状 況 

 消費税以外は、審査対象営業年度の各税の納付済額を記入する。 

 法人事業税（個人、他道府県を除く）、法人税は、課税額が０円でも納税証明書

の提示が必要 

 法人の場合 

● 法人事業税欄 

都税を払っている場合 法人事業税の「納付済額」を記入する。 

他道府県税のみの場合 「他県」と記入する。 
 

● 法人税欄：法人税の「納付済額」を記入する。 

納税証明書の提示 

● 法人事業税（都税の場合のみ。他道府県税のみ納税している場合は不要。） 

● 法人税（その１） 

● 納税証明書（その３の３） 

  ＜「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明用＞ 

  ※証明書を提示できない者は、未納税額が有るものとして扱う。 
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17  

個人の場合 

● 法人事業税欄：「個人」と記入する。 

● 法人税欄：所得税の「納付済額」を記入する。 

納税証明書の提示 

● 所得税（その１） 

● 納税証明書（その３の２） 

＜「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明用＞ 

※証明書を提示できない者は、未納税額が有るものとして扱う。 

金 額 の 

記 入 方 法 

千円単位で記入する。 

（端数の処理方法） 

・千円未満切り捨てとする。ただし、納税額が千円未満のときは、切り上げる。 

18 従 業 員 数 

平成２６年６月３０日現在の、申込者と直接かつ恒常的な雇用関係にある従業

員の総数を記入する。 

（※従業員数には、派遣社員、出向社員、パート、アルバイト等は含まない。） 

「高齢者」とは、５５歳以上の人をいう。 

重度身体障害者、重度知的障害者は、１人を２人に換算し障害者欄に記入する。 

障害者を雇用していない場合には、障害者欄に「０」と記入する。 

常時５６人以上の従業員を雇用している場合、次のいずれかを提出すること。 

● 「障害者雇用状況報告書」（様式第６号）の事業主控えの写し 

● 「障害者雇用調整金支給申請書（様式第１０号）の事業主控えの写し 

（「障害者の雇用の促進に関する法律」に基づき産業労働大臣が定める様式） 

常時雇用者している従業員が５６人未満で、報奨金の支給申請を行っている場合

には、次のものを提出すること。 

● 「報奨金支給申請書」（様式第２号）事業主控えの写し 

19 種 目 番 号 

別表１（Ｐ．30）「営業種目分類表」から登録を希望する営業種目を選択し、その

種目番号を記入する。 

営業種目の登録を２種目以上希望する場合は、番号の若い順に記入する。 

20 
審査対象営業 

年度の売上高 

審査対象営業年度の売上高を、申込営業種目別に分類して記入する。 

ただし、０９９（不用品買受）は、「仕入高」を記入する。 

○ 決算期変更により、審査対象営業年度の期間が１２ヶ月に満たない場合 

① 審査対象営業年度の直前事業年度の売上高を基に、１ヶ月当たりの平均売

上高を算出する。 

② ①の平均売上高に審査対象営業年度の不足月数を乗じ、不足月相当分の売

上を算出する。 

③ 審査対象営業年度の売上高に②で求めた売上高を加算する。 

 

 審査対象営業年度  

＋ 

 直前の営業年度１ヶ月あたり平均売上高×（１２月－審査対象営業年度の月数） 

 

［決算期の変更がある場合］ 

審査対象事業年度及びその直前の２営業年度分の財務諸表を添付する。 
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20 

財務諸表の決算期（早見表） 

法人の場合 

１月決算 平成 25 年２月から平成 26 年１月まで （自）２５０２（至）２６０１ 

２月決算 平成 25 年３月から平成 26 年２月まで （自）２５０３（至）２６０２ 

３月決算 平成 25 年４月から平成 26 年３月まで （自）２５０４（至）２６０３ 

４月決算 平成 25 年５月から平成 26 年４月まで （自）２５０５（至）２６０４ 

５月決算 平成 25 年６月から平成 26 年５月まで （自）２５０６（至）２６０５ 

６月決算 平成 25 年７月から平成 26 年６月まで （自）２５０７（至）２６０６ 

７月決算 平成 24 年８月から平成 25 年７月まで （自）２４０８（至）２５０７ 

８月決算 平成 24 年９月から平成 25 年８月まで （自）２４０９（至）２５０８ 

９月決算 平成 24 年 10 月から平成 25 年９月まで （自）２４１０（至）２５０９ 

１０月決算 平成 24年 11月から平成 25年 10月まで （自）２４１１（至）２５１０ 

１１月決算 平成 24年 12月から平成 25年 11月まで （自）２４１２（至）２５１１ 

１２月決算 平成 25 年１月から平成 25 年 12 月まで （自）２５０１（至）２５１２ 
 

個人の場合 

全  者 平成 25 年１月から平成 25 年 12 月まで （自）２５０１（至）２５１２ 
 

21 

東 京 都 関 係 

売 上 高 

20欄に記入した売上高のうち、東京都関係（下記、「東京都関係機関の一覧表」参

照）と直接契約した売上高を、営業種目毎に記入する。 

東京都関係機関の一覧表 

知 事 部 局 

知事本局、青少年・治安対策本部、総務局、財務局、主税局、生活文化スポーツ局、都市整備局、

環境局、福祉保健局、病院経営本部、産業労働局、中央卸売市場、建設局、港湾局、会計管理局、

東京消防庁及びそれぞれの事業所（出先機関） 

行政委員会 

等 事 務 局 

教育庁、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、地方労働委員会事務局、監査事務局、収用

委員会事務局、議会局、警視庁 及びそれぞれの事業所（出先機関） 

公営企業局 交通局、水道局、下水道局 及びそれぞれの事業所（出先機関） 

指定団体等 

○特別監理団体 

東京国際交流財団、東京都歴史文化財団、東京都社会福祉事業団、東京女性財団、東京都地域福

祉財団、東京都医学研究機構、東京都健康推進財団、東京都農林水産振興財団、東京都森林整備

公社、東京都防災・建築まちづくりセンター、東京港埠頭公社、（東京港若洲海浜公園監理財団）、

東京都環境整備公社、東京都生涯学習文化財団、（東京都家畜畜産物衛生指導協会）、東京都住

宅供給公社、（株）東京テレポートセンター、東京臨海高速鉄道（株）、東京熱供給（株）、（株）ゆりか

もめ（東京臨海新交通（株））、東京臨海熱供給（株）、竹芝地域開発（株）、東京臨海副都心建設

（株）、（株）多摩ニュータウン開発センター、東京都地下鉄建設（株） 

○一般監理団体 

東京都税務協会、東京都新都市建設公社、（東京都神経科学総合研究所）、（東京都精神医学総合

研究所）、（東京都臨床医学総合研究所）、東京都保健医療公社、東京都勤労福祉協会、東京都高

齢者事業振興財団、東京都駐車場公社、東京都公園協会、（都民カレッジ）、東京都老人総合研究

所、東京国際見本市協会、東京都道路公社、多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙ、（東京都鉄道立体整備（株））、（株）

東京スタジアム、東京トラフィック開発（株）、水道マッピングシステム（株）、東京都下水道サービス

（株） 

特 別 区 ２３区 
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22 
他 官 公 庁 

売 上 高 

20欄に記入した売上高のうち、東京都関係を除く他官公庁の売上高を記入する。 

他官公庁 

 国の省庁及びその出先機関、道府県及びその出先機関、市町村役場及びそ

の出先機関。 

出資比率に関わりなく、公社・公団・第３セクター等は民間扱いとする。 
 

23 

申 込 種 目 の 

売 上 高 の 計 

20欄で記入した審査対象営業年度の合計を記入する。 

24 21欄で記入した東京都関係売上高の合計を記入する。 

25 22欄で記入した他官公庁の売上高の合計を記入する。 

 

登録を希望する

営 業 種 目 が 

６以上の場合 

営業概要総括表を２枚作成する。 

23から27欄の記入は２枚目だけに行い、１枚目の計欄（23から27欄）には、 

記入しない。 

26 
申込種目以外の

売 上 高 

審査対象営業年度の損益計算書の売上高から23欄の申込営業種目の売上高の計を

減じた金額を記入する。 

27 総 売 上 高 
23欄と26欄の合計金額を記入する。 

（審査対象営業年度の損益計算書に計上する売上高と一致する。） 

28 外 国 事 業 者 

外国事業者に該当する場合は「１ 該当する」に○を付ける。 

外国事業者とは 

資本構成のうち、５１％以上の割合を外国資本が占めるものを言う。 

（外国資本：発行済み株式の保有主体の所在地が日本国外にあるもの） 

その企業の設立が、国内、国外のいずれで行ったかは問わない。 

本店が日本国外にある場合、本店が所在する国名をカタカナで記入する。 

29 
労 働 者 派 遣 

事 業 区 分 

労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業を行う者は「１」に、特定派遣事

業を行う場合には、「２」を○で囲み、許可証又は届出書の写しを添付する。 

30 
官 公 需 適 格 

組 合 証 明 書 
一般の申込者（組合以外の申込者）は、記入不要 

31 登 録 区 分 

次の種目に申請する場合、記入する。 

122 検査業務 103 建物清掃 

123 都市計画・交通関係調査業務 109 浄化槽・貯水槽清掃 

124 土木・水系関係調査業務 111 害虫駆除 

125 市場・補償鑑定関係調査業務 130 浄水場・処理場機械運転管理 

126 環境アセスメント関係調査業務  

● 下水道処理施設維持管理業者及び建築物の衛生的環境の確保に関する事業登

録をした者はその写しを申込書類に添付すること。 

● 営業種目103「建物清掃」の02病院清掃に申し込む場合は、医療関連サービ

スマーク認定事業者の証明書の写しを添付すること。 
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32 

技術者資格 

免許等 

次に掲げる営業種目に申し込む者で、該当する技術者等が在籍している場合に

記入すること。技術者等の人数を記入したときは、次欄に従って「在籍証明一覧

表」を作成し、必ず代表者が証明した上で申込書類に添付すること。 

なお、技術者個人の資格・免許証等の写しを提出する必要はない。 

この欄に記入した技術者の数と、作成した「技術者資格免許等取得の在籍証明

一覧表」の技術者数は一致する。 

103 建物清掃 122 検査業務 

104 電気・暖冷房等設備保守 123 都市計画・交通関係調査業務 

105 警備・受付 124 土木・水系関係調査業務 

108 ボイラー清掃 125 市場・補償鑑定関係調査業務 

119 病院給食・学校給食 126 環境アセスメント関係調査業務 

121 情報処理業務  

「在籍証明一覧表」には、技術者数の合計欄を必ず設け、合計数を記入すること。 

 

技術者資格 

免許等取得

の在籍証明 

一 覧 表 の 

作 成 

［作成例］ 

従業員氏名 

冷  凍 暖  房 建築物衛生環境 

管理技術者免許 

取得者 

危険物 

取扱者 1 種 2 種 3 種 1 種 2 種 

横 山 信 好 ○    ○ ○  

松 坂 大 輔  ○  ○  ○ ○ 

        

        

合  計 １ １  １ １ ２ １ 

上記従業員は、当社の従業員であることに相違ありません。 

 

平成○○年○月○日 

商号又は名称 

代表者氏名 ○○ △△ 実印 

121（情報処理業務）に申し込む者は、ＳＥ、プログラマー、オペレーター、 

キーパンチャーの区分により作成すること。 

33 
印 刷 機 保 有 

状 況 等 

 101印刷に申請する場合は、必ず記入すること。ただし、品目番号 10「ＤＴＰ・

デザイン」及び11「印刷物の企画・編集」のみに申請する場合は除く。 

下記の記載例に従って、「機種名」、「性能」、「台数」を記入する。 

機種名 性  能 台 数 

オフセット印刷機輪転Ａ倍版４色 時速10,000枚 １ 

高速度新聞輪転機タブロイド版４色８頁 時速150万枚 １ 

「印刷機保有台数」欄は、性能別に台数を記入する。 

「製本部門」、「製版部門」、「出張校正室」の欄は、「１ 有」、「２ 無」の 

該当するものに○を付ける。 
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３ 営業種目別表 

 

この「営業種目別表」は、資格審査申込書に記載した「申込営業種目」ごとに１枚作成し、売り上げ実

績等について記入する。 

 

金額の端数処理は、千円未満を切り捨てて記入する。 

 

 受 付 番 号 空欄のままにしてください。 

１ 

・ 

２ 

種目番号及び 

営 業 種 目 
この営業種目別表に詳細を記入する種目番号・営業種目名を記載する。 

３ 
商号又は名称 

及 び 所 在 地 

「営業概要総括表」３欄に記入した称号又は名称及び５欄に記入した本店所在地

を記入する。 

４ 取扱品目番号 申し込む営業種目のうち、申込者が取り扱う品目又は業務を、別表１の「営業

種目分類表」（Ｐ．30～33）に基づき、取扱品目番号及び取扱品目（業務）の区分

を記入する。 ５ 
取 扱 品 目 

（業務）区分 

６ 
審査対象営業 

年度の売上高 

 審査対象営業年度（「営業概要総括表」の 20 欄、本記載要領Ｐ．９を参照）の

売上高を、取扱品目（業務）ごとに記入する。 

取扱品目は、８品目（業務）まで記入できる。 

申込む取扱品目が８品目を超える場合、又は、取扱品目（業務）区分にない品

目（業務）を申込む場合は、「９（項番）99（取扱品目番号）その他」欄の下のⅠ

～Ⅳ欄に品目、業務内容等を具体的に分かり易く、11文字以内で記入すること。 

この場合、Ⅰ～Ⅳ欄の売上高の合計を「９ ９ その他」欄に記入すること。 

099（不用品買受）に申込む場合は、取扱品目の「仕入高」をそれぞれ記入する。 

 123～126 の営業種目に申込む場合には、項番１の欄に「８８」と記入し、取扱

品目（業務）ごとの売上は、別紙様式「調査業務細目表」に記入する。 

 その際、申込む取扱品目に売上高が無い場合は、必ず「０」を記入すること。 

 記入が無い場合は、申込みが無いものとして扱うので、特に注意すること。 

７ 合 計 

 申込み営業種目売上高の合計。６欄の項番１～９の取扱品目の合計を記入する。 

 この合計金額は、「営業概要総括表」の該当営業種目の売上高（20欄に記入した

金額）と一致する。 
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８ 
過去３ヶ年の 

契約実績一覧 

平成23年7月1日から平成26年６月30日までの間に契約を締結した、申込営業

種目の一件実績を記入すること。ただし、契約書等により確認できるものに限る。 

 契約の相手方（都関係、他官公庁、民間）ごとに、金額の高いものから順に３

件まで記入する。 

 

【契約の存在を実証するための確認書類】 

１ 契約書（原本） 

２ 請 書（写し） 

３ 
Ａ 

見積書（控え） 

申込書（原本） 

発注書（原本） 

覚 書（原本） 

のいずれ

か 
Ｂ 納品書（控え） Ｃ 請求書（控え） 

Ａ，Ｂ，Ｃのうち２つ以上の組み合わせ 

 

次の４項目について、それぞれの書類で確認できる必要がある。 

① 契約の内容 ② 契約の相手方 ③ 契約日・履行期限／委託期間 

④ 契約金額（消費税を含む） 

 

・ 契約書だけで上記の①から④のすべての項目を確認できない場合は、請求

書（控え）等の提示により確認できる必要がある。 

・ 契約書を交わしている契約で、契約期間が１年以上にわたる場合は、12 ヶ

月分の金額を記入すること。 

・ 契約内容が複数の営業種目にわたる契約の場合は、内訳書を提示すること。 

９ 都 関 係 都関係の範囲は、21欄「東京都関係機関の一覧表」（Ｐ．10）に掲げる一覧表を参照。 

10 他 官 公 庁 他官公庁の範囲は、22欄（Ｐ．11）を参照。 

11 民 間 東京都関係及び他官公庁以外の契約の相手はすべて民間とする。 

12 
資 格 証 明 等 

（登録証明書等） 

「別表２」（Ｐ．34）に掲げる資格証明等を必要とする営業種目を申込む場合は、

この欄に記入する。 

有効期限等 

 各営業種目を申込むために必要な許可証、登録証明書等の

有効期限を記入する。 

 有効期限のないものは許可・登録年月日のみ記入する。 

営業区域 

営業可能な区域を営業区域区分欄に番号で記入する。 

営業区域区分 

１ 都全域 ４ 他 県 

２ 23区内 ５ 全 国 

３ 多摩・島しょ地域  
 

●許可証、登録証明書等の写しを添付すること。 

「別表２」に記載のない営業種目であっても、販売等の事業を営むために許認可・

登録等が必要な場合は、その証明書類の写しを添付すること。 
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13 

ＩＳＯ認証の 

取 得 

認証取得者のうち、次の条件に該当する場合は該当区分に○を付けること。 

○を付けた者は、「登録証」、「付属書」の写し及び「調査票」を作成し添付すること。 

（なお、登録証等が日本語以外で記載されているものは、翻訳文を添付すること。） 

審査登録機関 
（財）日本適合性認定協会（ＪＡＢ）、又はＪＡＢと相互認証している

認定機関に認定された審査登録機関の認証を取得していること。 

適 用 規 格 
ＩＳＯ9000シリーズ 9001、9002（品質システム） 

ＩＳＯ14000シリーズ 14001（環境マネジメントシステム） 

認証（登録） 

の 範 囲 

申し込む営業種目が認証取得した適用規格の認定（登録）範囲

に該当していること。 

対象事業所 

企業全体で取得。又は、申し込む営業種目を扱う特定の対象

事業所部門が取得していること。 

ただし、14001は取得部門を問わない。 

認証取得時期 平成26年９月30日までに登録されたものを対象とする。 

 

（新規・継続区分） 

１ 新規 新規登録から３年を経過していない場合 

２ 継続 
登録後に１回以上更新審査を受け、継続している場合 

（登録後、４年以上継続して登録している場合） 
 

 
調 査 票 の 

作成方法等 

【様式・記入例】 

ＩＳＯ認証取得内容等調査票 

登 録 会 社 名 （株）○△□ 

事 業 所 名 本社、東京事業部、大阪事業部 

所 在 地 東京都新宿区○丁目△番□号 

審 査 登 録 機 関 名 
（略称）     （機関名） 

ＴＮＧ－Ｑ   （株）東京品質保証センター 

登 録 番 号 ＴＭＧ－Ｑ９９９９９ 

登 録 年 月 日 

（ 初 回 ） 
平成１５年６月５日 

更 新 年 月 日 平成２６年６月５日 

認 証 規 格 ＩＳＯ９００２ 

認 定 （ 登 録 ） 範 囲 

 

 

［記載例］ 

①物品関係「○○装置及び保守部品の仕入れ販売」 

②委託関係「建物のメンテナンス、オペレーション

（設備管理・清掃管理業務）」 

※9000・14000シリーズの両方を取得しているときは、それぞれについて作成する。 

Ａ４縦の用紙を使用して作成すること。 

該 当 製 品 又 は 

サービスの範囲 
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４ 使用印鑑届 

 

代表者が契約事務手続き（入札書、見積書、契約書の作成等）に際し、実印以外の印鑑を使用したい場合

には、「使用印鑑届」の提出が必要。 

 

１ 使 用 印 鑑 

実印に類似した印鑑は使用しないこと。 

使用印は、印影により代表者を特定できる印鑑を使用すること。 

［例］国立飛行機株式会社 代表取締役 佐藤 大輔 

使用を認める 

印 影 

［例①］  佐 藤  ［例②］  佐 藤 大 輔  

［例③］  国立飛行機株式会社 代表取締役之印  

認 め な い 

印 影 

●「社判」や「会社印」は、使用印鑑として認めない。 

［例］  国立飛行機株式会社印  
 

 

 

５ 委任状 

 

代表者が「契約及びこれに付随する事務手続き」を代理人（社員に限る）に委任する場合は、委任状を

提出すること。代理人は１名に限る。 

なお、委任状は代理人の使用印鑑届を兼ねるため、別に使用印鑑届を提出する必要はない。 

 

１ 委 任 の 期 間 平成２７年３月１５日から平成３０年３月３１日まで 

２ 代 理 人 印 

代理人印は、印影により代理人を特定できる印鑑を使用すること。 

［例］国立飛行機株式会社 東京支店長 森井 俊之の場合に認められる印影は 

使用を認める 

印 影 

［例①］  森 井  ［例②］  森 井 俊 之  

［例③］  国立飛行機株式会社 東京支店長之印  

認 め な い 

印 影 

●組織印は、代理人印としての使用を認めない。 

［例］  国立飛行機株式会社 東京支店印  
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６ 調査業務細目表 

 

営業種目、123（都市計画・交通関係調査業務）、124（土木・水系関係調査業務）、125（市場・補償鑑定関係調

査業務）、126（環境アセスメント関係調査業務）に申し込む者は、調査業務細目表を提出する必要がある。 

１ 受 付 番 号 空欄のままにしてください。 

２ 売 上 高 

取扱品目のうち、申し込む品目区分の「審査対象営業年度の売上高」欄に売上

高を記入する。 

なお、申し込む品目区分に売上高が無い場合は、必ず「０」を記入すること。

記入が無い場合は、その品目区分に申込みが無いものとして扱う。 

取扱品目区分売上高の合計を、該当する営業種目の（計）欄に記入する。 

この金額は「営業概要総括表」25欄、「営業種目別表」７欄、の金額と一致する

必要がある。 

業務内容が複数の項目にわたり分類が困難な場合は、主たる項目の欄に記入す

る。 

３ 
コンサルタント 

登 録 

建設コンサルタント登録規定（昭和 39年４月７日建設省告示第 1131号）によ

るコンサルタント登録をしている部門がある場合は、建設コンサルタント登録部

門欄の該当するものの□にレ点（チェック）をする。 

 

 

７ 受付票 

 

受付票は、申込受付から資格審査結果通知書の送付までの間は、申込書類の①「受理証」としての役割、

また、資格審査結果通知書の送付以降は「競争入札参加有資格者」としての②「資格証明書」となるもの

である。 

そのため、作成に当たっては特に注意すること。 

１ 受 付 番 号 記入しないこと。（審査終了後、担当者が記入する） 

２ 
決 算 期 

発 行 枚 数 
記入しないこと。（審査終了後、担当者が記入する） 

３ 
各欄の「（変更

後 ）」 の 欄 

記入しないこと。 

（申込終了後に、記載事項等に変更があった場合に記入するため） 

４ 申込書目番号 

申込営業種目の種目番号を、１営業種目ずつ記入する。 

申込種目番号は、「申込書」、「営業概要総括表」、「営業種目別表」、の営業種目

番号と一致する。 

５ 
申 込 者 欄 の 

記 入 

本店所在地、商号または名称、代表者役職・氏名欄の最初の行に記入すること。 

これらは、「営業概要総括表」の５欄の「本店所在地」、３欄の「商号又は名称」、

４欄の「代表者」と一致する。 

ただし、代表者に関しては、「営業概要総括表」では役職を記入していないが、

「受付票」には役職を記入する必要があるので十分に注意すること。 

 登記上の所在地の欄は、「営業概要総括表」６欄の「登記上の本店」と一致する。 
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６ 

代 理 人 欄 代理人を指定する場合のみ記入する。 

 

代 理 人 

所 在 地 

① 代理人の所在地が本店所在地と同じ場合 

営業概要総括表５欄の「本店所在地」と一致する。 

② 代理人の所在地が本店所在地と異なる場合 

営業概要総括表８欄の「代理人等所在地」と一致する。 

支 店 名 営業概要総括表７欄の代理人の「支店名等」と一致する。 

代 理 人 

役職・氏名 
営業概要総括表７欄の代理人の「役職名」、「代理人名」と一致する。 

７ 

印 鑑 印鑑は、申込印の欄に鮮明に押すこと。 

 実 印 営業概要総括表の14欄「届出印鑑」の「代表社実印」、「印鑑証明書」と一致。 

 使 用 印 鑑 営業概要総括表の14欄「届出印鑑」の「代表者使用印」、「印鑑証明書」と一致。 

 代 理 人 印 営業概要総括表の14欄「届出印鑑」の「代理人印」、「印鑑証明書」と一致。 

 
印影は鮮明に 

鮮明でない場合は受理できません。十分注意してください。 
 

８ 変更確認印欄 記入しない。（変更届を受理した際に、担当者が確認印を押す欄） 

９ 受付票２枚目 記入しない。（申込み終了後、申込事項等に変更が生じた場合に使用する欄） 

 



 19 

第３ 事業協同組合の申込者 

事業協同組合とは 

事業協同組合 企 業 組 合 商 工 組 合 連 合 会 

事業協同小組合 協 業 組 合 商 店 街 振 興 組 合 

協同組合連合会 商 工 組 合 商店街振興組合連合会 

 

１ 申込方式 

 

（１）組合等の審査方式には、①審査対象事業者審査方式、②組合売上高審査方式の２つの方法がある。 

① 審査対象事業者 

審査方式 

組合の理事が所属する事業者（組合員）の中から５者を限度として、 

審査の対象となる事業者（以下「審査対象事業者」という。）を選出し、資格審査

を行う方式（申込書は、「審査対象事業者審査方式用」を使用する。 

② 組合売上高 

審査方式 

組合の申込営業種目毎に、組合の売上高により資格審査を行う方式 

（申込書は、「組合売上高審査方式用」を使用する。） 

 

（２）組合の種類によって選択できる方式が異なる。 

事業協同組合、商工組合 「審査対象事業者審査方式」又は、「組合売上高審査方式」の一つを選択する。 

企業組合、協業組合 「組合売上高審査方式」（選択はできない。） 

 

（３）審査方式により、総括表等の記入方法が異なる。 

審査対象事業者審査方式を選択した事業協同組合・商工組合 

下記の「２ 審査対象事業者審査申込方式による場合の記入方法」の説明に基づき、申込書を作成する。 

記載のない事項は、一般の申込者と同じ審査方式 

 

組合売上高審査方式を選択した事業協同組合・商工組合及び企業組合・協業組合 

Ｐ．24の「３ 組合売上高審査方式による場合の記入方法」の説明に基づき、申込書を作成する。 

記載のない事項は、一般の申込者と同じ審査方式。 

 

 

２ 審査対象事業者審査申込方式による場合の記入方法 

 

（１）申 込 書 

「審査対象事業者審査方式用」を使用する。 

記入方法は、「第２ １ 物品買い入れ等競争入札参加資格審査申込書の書き方」を参照すること。 

 

（２）営業概要総括表 

一般の申込者の記入方法と異なる事項について記載している。以下に、説明のない事項については

「第２ 一般（事業協同組合等以外）の申込者」の記入方法を参照すること。 
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３ 商号又は名称 

次の表に従って、組織名称の前後により 

 （組合種類の略号）＋組合名  又は  組合名＋（組合種類の略号）  

のどちらかの書き方で記入する。 

協同組合 （協）組合名／組合名（協） 

商業組合 （商業）組合名／組合名（商業） 

工業組合 （工業）組合名／組合名（工業） 
 

12 資 本 金 
審査対象事業者の資本金を合算した、合計額を記入する。 

（＊様式「営業種目別売上高等細目表」の項目番号 13の（Ａ）と一致する。 

13 営 業 年 数 

平成 20 年６月 30 日までの審査対象事業者の営業年数を合計し、審査対象事業者の数で除し

て、１年未満の端数を切り捨てた年数を記入する。 

（＊様式「営業種目別売上高等細目表」の項目番号22の（Ａ）下段と一致する。） 

15 
審 査 対 象 

営 業 年 度 

平成 26年７月１日（基準日）の直前に終了した営業年度を記入する。 

例 ３月決算の法人の場合 （自）２３０４（至）２６０３ 
 

16 経 営 状 況 

「流動資産」、「総資産」、「流動負債」、「自己資本」について、 

審査対象事業者の、審査対象営業年度における貸借対照表に計上する額を合算した金額をそ

れぞれ記入する。 

自己資本の算出方法は、「第22 営業概要総括表」の 16「経営状況」欄の説明を参照する。 

（＊様式「営業種目別売上高等細目表」の項目番号14～17の（Ａ）と一致する。） 

17 納 税 状 況 

審査対象事業者が、それぞれ納税している法人税・法人事業税（都税）の合計額を記入する。 

それぞれが納税している法人税・法人事業税（都税）の端数等の処理は「第 22 営業概要総括

表」の 17「納税状況」欄を参照する。 

（＊様式「営業種目別売上高等細目表」の項目番号19～20の（Ａ）と一致する。） 

18 従 業 員 数 

平成 26年６月 30日現在、審査対象事業者と直接かつ恒常的な雇用関係にある従業員の数を

合計した人数を記入する。 

（＊従業員の合計は、様式「営業種目別売上高等細目表」の項目番号18の（Ａ）と一致する。） 

20 

審査対象営業 

年度の売上高 

審査対象事業者の審査対象営業年度における売上高を合算し、合計売上高を申込営業種目別

に分類して記入する。 

（＊様式「営業種目別売上高等細目表」の項目番号１～10の（Ａ）と一致する。） 

○ 決算期の変更により、審査対象営業年度の期間が 12ヶ月に満たない審査対象事業者があ

る場合 

① 審査対象営業年度の直前事業年度の売上高を基に、1ヶ月当たりの平均売上高を算出する。 

② ①の平均売上高に不足月数を乗じ、不足月相当分の売上高を算出する。 

③ 審査対象営業年度の売上高に②で求めた売上高を加算する。 

 審査対象営業年度の売上高  

＋ 

 直前の営業年度1ヶ月あたり平均売上高×（12月－審査対象営業年度の月数） 

［決算期の変更がある場合］ 

審査対象事業年度及びその直前の２営業年度分の財務諸表を添付する。 

財 務 諸 表 の 

決 算 期 
「第２ 一般（事業協同組合等以外）の申込者」の記入方法を参照のこと。 

21 
東 京 都 関 係 

売 上 高 

20欄の売上高のうち、東京都関係（「東京都関係機関の一覧表」（Ｐ．10）参照。） 

と直接契約した売上高を、営業種目毎に記入する。 
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22 他官公庁売上高 

20欄のうち、他官公庁の売上高を記入する。 

他官公庁 

 国の省庁及びその出先機関、道府県及びその出先機関、市町村役場及びその

出先機関。 

出資比率に関わりなく、公社・公団・第３セクター等は民間扱いとする。 
 

23 

申 込 種 目 の 

売 上 高 の 計 

20欄で記入した、審査対象営業年度の売上高の合計を記入する。 

24 21欄で記入した、東京都関係売上高の合計を記入する。 

25 22欄で記入した、他官公庁売上高の合計を記入する。 

26 
申込種目以外 

の 売 上 高 
27欄の総売上高から、23欄の売上高を除いた金額を記入する。 

27 総 売 上 高 

この欄の金額は、審査対象事業者それぞれの損益計算書の総売上高を合算した

売上高と一致する。 

（＊様式「営業種目別売上高等細目表」の項目番号12の（Ａ）と一致する。） 

30 
官 公 需 適 格 

証 明 等 

官公需適格証明を受けている組合は、官公需適格組合証明書に記載してある証

明年月日・証明番号・証明有効期間を記入する。 

官公需適格証明を受けていない組合は、証明（認可等）年月日の欄に組合等の

認可等年月日を記入する。証明番号・証明有効期間欄は空欄とする。 

記載例：官公需適格証明を受けている場合 

証明（認可等）年月日 証  明  番  号 

３昭和 

④平成 
1 7 0 3 2 5 1 6 関 産 商 中 振 第 2 0 8 7 号 

証  明  有  効  期  間 

自 4 平成 2 6 0 4 0 1 至 2 7 0 3 3 1  
 

31 登 録 区 分 

次に掲げる種目に申し込む組合のみ記入する。 

申し込む場合は、これを行う事業者１者選び、その登録区分・登録事業所の所

在地・有効期限／登録業種番号・登録事業所の名称・登録事業所の所在地を記入。 

122 検査業務 103 建物清掃 

123 都市計画・交通関係調査業務 109 浄化槽・貯水槽清掃 

124 土木・水系関係調査業務 111 害虫駆除 

125 市場・補償鑑定関係調査業務 130 浄水場・処理場機械運転管理 

126 環境アセスメント関係調査業務  
 

32 
技 術 者 等 

資 格 免 許 等 

組合として常時 

雇用している場合 
その内容を記入する。 

組合として雇用 

していない場合 

審査対象事業者ごとに「技術者資格免許等取得の従業員

在籍証明一覧表」を作成し、その合計を記入する。 
 

33 
印 刷 機 保 有 

状 況 等 

審査対象事業者が保有している設備を記入する。 

記入に当たっては「第 22 営業概要総括表 33 印刷機保有状況等」の書き方

を参照。 
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（２）営業種目別表 

６ 
審査対象営業 

年度の売上高 

審査対象営業年度における取扱品目の売上高を記入する。 

記入方法は、「第２ ３ 営業種目別表 ６欄審査対象営業年度の売上高」の書

き方を参照する。 

８ 
過去３ヶ年の 

契約実績一覧 

組合としての契約実績（平成23年７月１日から平成26年６月30日）までを記

入する。 

ただし、組合の契約実績がない場合のみ、審査対象事業者の契約実績を記入で

きる。 

12 
資 格 証 明 等 

（登録証明等） 

組合が 

許可等を有する場合 

組合として、許可、登録、免許等を保有してい

る場合には、その内容を記入する。 

組合は許可等を持たず 

審査対象事業者が許可等を 

有する場合 

●１１２廃棄物処理に申し込む場合 

「組合」として許可等を取得していない場合、

この営業種目には申込みできない。 

○１１２以外の種目に申し込む場合 

許可等の資格を持つ審査対象事業者（５者）の

うち、１者を選びその内容を記入し、資格等の証

明書の写しを添付すること。 

また、記入した者以外にも許可等を持っている

審査対象事業者がある場合は、資格等の証明書の

写しを全て添付すること。 

組合・審査対象事業者とも 

許可等を持たない場合 
資格のない者として取り扱う。 

 

13 
ＩＳＯ認証の 

取 得 

審査対象事業者方式を選択した場合は「組合」又は、「審査対象事業者」の認証

取得を対象とする。 

 

 

（４） 組合構成員の資格審査申込状況一覧表 

 受 付 番 号 空欄のままにしてください。 

ア 申 込 者 番 号 組合が申し込む種目番号を記入する。 

イ 
組合構成員たる 

組 合 員 名 

提出する組合員名簿に記載のある、全組合員の商号又は名称を記入する。 

審査対象事業者には、○を付けること。 

ウ 

18・19・20 年度 

資格審査申込を 

している組合員 

組合員が、単独で資格審査の申込みをした場合、その商号又は名称・受付番号

を記入する。 

エ 申込種目番号 ウで記入した組合員の申込種目番号を記入する。 
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（５） 営業種目別売上高等細目表 

受 付 番 号 空欄のままにしてください。 

ア 金額は、千円未満切捨てとする。 

イ 
表頭の審査対象事業者は、５者を限度として組合構成員である事業者名を記入する。 

（ただし、組合の理事の所属する事業者であることが必要です。） 

ウ 表側の営業種目等欄には、営業概要総括表に記入した営業種目を記入する。 

エ 
各審査対象者ごとに事業者の売上高（損益計算書上の総売上高）を１～10の営業種目、11～21項

目別に分けて記入する。営業種目以外の売上については、兼業売上欄に記入する。 

オ 
各営業種目について、審査対象事業者分を合算した金額（Ａ）は、「営業概要総括表」20 欄に記

入した「当該種目売上高」の金額と一致する。 

カ 
各営業種目をすべて合算した合計額（Ａ）は、「営業概要総括表」23 欄に記入した「申込種目の

売上高の計」の金額と一致する。 

キ 
各審査対象事業者の兼業売上を合算した金額（Ａ）は、「営業概要総括表」26 欄に記入した「申

込種目以外の売上高」の金額と一致する。 

ク 
各審査対象事業者の総売上高を合算した金額（Ａ）は、「営業概要総括表」27 欄に記入した「総

売上高」の金額と一致する。 

ケ 
各審査対象事業者の資本金～法人事業税をそれぞれの項目ごとに合算した金額等（Ａ）は、「営業概

要総括表」12、16、17欄に記入した当該項目の金額等と一致する。 

コ 

各審査対象事業者ごとに、平成 26年６月 30日までの営業年月数を求め、その年月数を合算した

年月数を上段に記入（合算した月数が 12 ヶ月ごとに１年に換算する。）し、下段には審査対象事業

者数で除した年月数を記入する。 

ここで求められた営業年月数は、「営業概要総括表」13欄に記入した営業年数と一致する。 
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３ 組合売上高審査方式による場合の記入方法 

 

（１）申込書 

「組合売上高審査方式用」を使用する。 

記入方法は、「第２ １ 物品買入れ等競争入札参加資格審査申込書の書き方」を参照すること。 

 

（２）営業概要総括表 

３ 商号又は名称 

次の表に従って、 

 （組合種類の略号）＋ 組合名  又は  組合名 ＋ （組合種類の略号） 

のどちらかの書き方で記入する。 

協同組合 （協）組合名／組合名（協） 

商業組合 （商業）組合名／組合名（商業） 

工業組合 （工業）組合名／組合名（工業） 

企業組合 （企業）組合名／組合名（企業） 

協業組合 （協業）組合名／組合名（協業） 
 

12 資 本 金 組合の払い込み出資金総額を記入する。（組合構成員の合算額ではない） 

18 従 業 員 数 

平成 26年 6月 30日現在、組合と直接かつ恒常的な雇用関係にある従業員の数

を職種別に記入する。 

組合員が雇用する従業員は含めないこと。 

30 
官 公 需 適 格 

証 明 等 

官公需適格証明を受けている組合は、官公需適格組合証明書に記載してある証

明年月日・証明番号・証明有効期間を記入する。 

官公需適格証明を受けていない組合は、証明（認可等）年月日の欄に組合等の

認可等年月日を記入する。証明番号・証明有効期間欄は空欄とする。 

記載例：官公需適格証明を受けている場合 

証明（認可等）年月日 証  明  番  号 

３昭和 

④平成 
1 7 0 3 2 5 1 6 関 産 商 中 振 第 2 0 8 7 号 

証  明  有  効  期  間 

自 4 平成 2 6 0 4 0 1 至 2 7 0 3 3 1  
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（３）営業種目別表 

12 
資 格 証 明 等 

（登録証明等） 

組合が 

許可等を有する場合 

組合として、許可、登録、免許等を保有してい

る場合には、その内容を記入する。 

組合は許可等を持たず 

審査対象事業者が許可等を 

有する場合 

●１１２廃棄物処理に申し込む場合 

「組合」として許可等を取得していない場合、

この営業種目には申込みできない。 

○１１２以外の種目に申し込む場合 

許可等の資格を持つ審査対象事業者（５者）の

うち、１者を選びその内容を記入し、資格等の証

明書の写しを添付すること。 

また、記入した者以外にも許可等を持っている

審査対象事業者がある場合は、資格等の証明書の

写しを全て添付すること。 

組合・審査対象事業者とも 

許可等を持たない場合 
資格のない者として取り扱う。 

 

 

（４） 組合構成員の資格審査申込状況一覧表 

 

事業協同組合・商工組合は提出すること。（企業組合及び協業組合は提出不要） 

 受付番号 空欄のままにしてください。 

ア 申込者番号 組合が申し込む種目番号を記入する。 

イ 
組合構成員たる 

組合員名 

提出した組合員名簿に記載してある組合員全員の商号又は名称を記入する。 

審査対象事業者は○を付ける。 

ウ 

27・28・29 年度 

資格審査申込を 

している組合員 

組合員が、単独で資格審査の申込みをした場合、その商号又は名称・受付番号

を記入する。 

エ 申込種目番号 ウで記入した組合員の申込種目番号を記入する。 
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第４ 申込方法 

１ 一般・事業協同組合等の組合関係共通 

 

●印は、様式指定用紙 

☆印は、申込みに必ず必要な用紙、△印は、申し込む（登録）内容により必要となる用紙。 

書  類  名 注  意  事  項  等 提出部数 

☆●① 申  込  書 
申込書及びこれに綴じ込んで提出する書類は、申込みをする局数にかかわ

りなく、すべて１通。（組合関係の申込書は様式が異なる。） 
１通 

添 

 

 

 

付 

 

 

 

書 

 

 

 

類 

① 
 

に 
 

綴 
 

じ 
 

込 
 

む 
 

も 
 

の 

②登記簿謄本 
 法人は法務局長等の発行する商業登記簿謄本 

 個人で商号を用いる場合は商号登記簿謄本   の〔正本〕が必要 
１通 

③印鑑証明書 

 法人は法務局長等の発行する印鑑証明書 

 個人で商号を用いる場合は印鑑証明書  の〔正本〕が必要 

登記簿謄本及び印鑑証明書は、提出日直前３ヶ月以内に発行されたものに

限る。 

１通 

△● 

④使用印鑑届 

実印以外の印鑑を使用する場合にのみ必要。 

（使用印鑑は代表者を特定できるものに限る。会社印・社判は不可。） 
１通 

△● 

⑤委任状 

代理人に委任する場合にのみ必要。 

（代理人印鑑は、代理人を特定できるものに限る。） 
１通 

⑥財務諸表 

基準日直前 １年（平成25年7月１日から平成26年6月30日）の間に迎

えた営業年度（以下「審査対象営業年度」という。）の決算におけるもの。 

法人：貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書 

個人：貸借対照表・損益計算書 

１通 

⑦登録証明書等（写） 

許可等が必要な営業種目を申し込む場合に必要。 

「登録証明書」等の写しを添付する。 

また、建築物の衛生的環境の確保に関する事業登録をした者は、その写し

を添付する。 

１通 

⑧技術者資格免許 

等従業員在籍 

証明一覧表 

103建物清掃、104電気・暖冷房等設備保守、105警備・受付等、108ボイ

ラー清掃、119病院給食・学校給食、121情報処理業務、122検査業務、123

～126の調査業務に申し込む場合作成する必要がある。 

（以下「技術者一覧表」という。） 

１通 

⑨障害者雇用状況 

報告書等 

常時 56人以上の従業員を雇用している場合は、管轄の公共職業安定所に提

出した報告書（平成26年６月１日現在）の写しを添付する。 

（注）障害者の雇用がなくても56人以上雇用している場合は必要。 

１通 

①
に
綴
じ
こ
ま
な
い
も
の 

☆● 

⑩営業概要総括表 

申込営業種目が１～５種目の場合 １枚 

申込営業種目が６～10種目の場合 ２枚 

☆● 

⑪営業種目別表 
営業種目ごとに１枚必要。    申込営業種目の数   枚 

☆● 

⑫受付票 
 １枚 

☆● 

⑬調査業務細目表 
123から126の調査業務を申し込む者のみ必要。 １枚 
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書  類  名 注  意  事  項  等 提出部数 

提

示

書

類 

⑭納税証明書 

（正本） 

消費税以外の納税証明書は、審査対象営業年度のものが必要。 

（注：納付額が０円であっても納税証明書が必要。） 

法人：◇法人事業税（都税のみ）  注意：法人都民税ではない  

◇法人税（国税（その１）） 

◇納税証明書（その３の３） 

＜「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明用＞ 

個人：◇所得税（国税（その１）） 

◇納税証明書（その３の２） 

＜「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明用＞ 

 

各1通 

⑮身分証明書 個人で営業している場合にのみ必要。（区市町村長の発行するもの） 1通 

⑯登記事項証明書 
個人で営業している場合にのみ必要。（登記されていないことの証明書） 

（問い合わせ先；東京法務局 後見登録課ＴＥＬ03（5213）1234（代表）） 
1通 

⑰受付票 平成24・25・26年度受付票（継続申込者） 1通 

 

⑱契約書等（原本） 

 

 

 

（注） 

複数年契約の場合は、12 ヶ

月相当の金額を報告する。 

複数種目にわたる契約は内

訳書を作成し提示すること。 

申込種目の過去３ヶ年の「都関係」・「他官公庁」・「民間」との契約にお

ける一件契約実績の最高契約実績について、契約書の原本、請書（写）又

はそれに類する書類がある場合には、必ず提示すること。 

提示書類 

１ 契約書（原本） 

２ 請書（控） 

３ 

見積書（控） 

申込書（原本） 

発注書（原本） 

覚書（原本） 

のいずれか 納品書（控） 請求書（控） 

提示する書類は、件名、発注者、契約期間、契約金額（消費税込）がす

べて確認できるものに限る。 

確認した契約実績は、審査項目数値として使用する。また、指名の際に

確認契約実績として扱う。 

 

それぞれ 

 

1通 

 

◆ 申込書の提出方法 

①の申込書に、添付書類の②から⑨までのうち、提出に必要な書類を番号順に左綴じホチキス止め

（ファイル不要）にする。 

添付書類の⑩から⑬までのうち、提出に必要な書類は申込書に綴じ込まない。 
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２ 事業協同組合等の組合関係（組合関係で申し込む場合は参照すること。） 

 

事業協同組合、商工組合、企業組合、協業組合等組合関係については、下記のとおり２つの申込方法がある。 

審査対象事業者審査方式 
組合の理事の所属する事業者（組合員）の中から５者を限度として審査の対象となる

事業者（審査対象事業者）を選出し、資格審査を行う方式 

  

組合売上高審査方式 組合の申込営業種目ごとに組合の売上高をもって資格審査を行う方式 

 

いずれかを選択して申込みを行うこと。 

申込書及び添付書類等はそれぞれの方式によって違うので注意する。 

企業組合、協業組合は、組合売上高審査方式で行う。 

なお、それぞれの添付書類の注意事項等及び提出枚数は前頁に記載してあるものと同じ。 

 

（１）審査対象事業者審査方式 

申

込

書

に

綴

じ

込

む

も

の 

●①申込書 審査対象事業者審査方式の申込書 

 ②登記簿謄本 組合自体のものと審査対象事業者のそれぞれについて必要 

 ③印鑑証明書 組合名のものが必要 

●④使用印鑑届 組合名のものが必要（実印以外の印鑑を使用する場合のみ必要） 

●⑤委任状 組合名のものが必要（代理人に委任する場合にのみ必要） 

 ⑥財務諸表 組合自体のものと審査対象事業者のそれぞれについて必要 

 ⑦登録証明書等（写） 
登録、免許又は許可等を保有する審査対象事業者のそれぞれについて必要 

営業種目・取扱品目が免許又は許可等を要件としている場合のみ必要 

 ⑧技術者一覧表 資格を保有する従業員を常時雇用している審査対象事業者のそれぞれについて必要 

 ⑨定款 組合自体のものと審査対象事業者のそれぞれについて必要 

 ⑩組合の役員名簿  

 ⑪組合員の名簿  

 ⑫組合の官公需協同受注規約  

 ⑬官公需適格組合証明書  

綴
じ
込
ま
な
い
も
の 

●⑭営業概要総括表 審査対象事業者全体をまとめたものが必要 

●⑮営業種目別表 審査対象事業者全体をまとめたものが必要 

●⑯受付票 組合名のもの‐平成27・28・29年度用のもの 

●⑰調査業務細目表 審査対象事業者全体をまとめたものが必要（営業種目番号123～126を申し込む者） 

 ⑱組合構成員の資格審査申込

状況一覧表 
 

 ⑲営業種目別売上高等細目表 審査対象事業者全体をまとめたものが必要 

提 

示 

 ⑳納税証明書 審査対象事業者のそれぞれについて必要 

 ○21身分証明書 
 審査対象事業者のうち該当する者（個人で営業している者）が必要 

 ○22登記事項証明書 

 ○23受付票 組合名のもの‐平成24・25・26年度用のもの（継続申込者のみ） 
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（２） 組合売上高審査方式 

 

《対象》①企業組合、協業組合 

②審査対象事業者審査方式を選択しない事業協同組合、商工組合等 

 

申

込

書

に

綴

じ

込

む

も

の

 

●①申込書 組合売上高審査方式の申込書 

 ②登記簿謄本 組合自体のものが必要 

 ③印鑑証明書 組合自体のものが必要 

●④使用印鑑届 組合名のものが必要（実印以外の印鑑を使用する場合のみ必要） 

●⑤委任状 組合名のものが必要（代理人に委任する場合にのみ必要） 

 ⑥財務諸表 組合自体のものが必要 

 ⑦登録証明書等（写） 
組合自体が保有していない場合は、組合構成員が保有する登録証明書等が必要 

営業種目・取扱品目が免許又は許可等を要件としている場合のみ必要 

 ⑧技術者一覧表 
組合が常時雇用していない場合は、組合構成員の常時雇用している従業員が 

保有している免許等取得の従業員在籍一覧表を組合員ごとに提出する。 

 ⑨定款 組合自体のものが必要 

 ⑩組合の役員名簿  

 ⑪組合員の名簿  

 ⑫組合の官公需協同受注規約 （※企業組合及び協業組合は不要） 

 ⑬官公需適格組合証明書  

綴
じ
込
ま
な
い
も
の 

●⑭営業概要総括表 組合自体のものが必要 

●⑮営業種目別表  

●⑯受付票 組合名のもの‐平成27・28・29年度用のもの 

●⑰調査業務細目表 組合自体のものが必要（営業種目番号123～126を申し込む者） 

 ⑱組合構成員の資格審査申込状

況一覧表 
 

提
示 

 ⑲納税証明書 組合自体のものが必要 

 ⑳受付票 組合名のもの‐平成24・25・26年度用のもの（継続申込者のみ） 
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〔別表１〕 営業種目分類表 

１ 物  品 

種目番号 営 業 種 目 取 扱 品 目 番 号 及 び 区 分 

００１ 文房具事務用品・図書 

01文房具 02上質紙・中質紙・更紙 03感光紙 04ＰＰＣ用紙             

05ノンカーボン紙 06乗車券用紙（感熱式、磁気付、磁気カード） 07封筒    

08和洋紙製品 09印章・ゴム印 10製図用品 11書籍・雑誌 12地図       

13卓上事務機器（電卓等）   99その他 

００２ 事務機器・情報処理機器 

01シュレッダー 02マイクロリーダー 03複写機 04軽印刷機            

05電子計算機（パソコン・オフコン等） 06ネットワーク機器        

07ストックフォーム 08ストレージ用メディア              

09レーザープリンター用トナーカートリッジ 10パッケージソフトウェア   

99その他 

００３ 学校教材・運動用品・楽器 

01教材 02教育機器 03理科実験機器 04実習用機器 05視聴覚教育機器    

06教材用映画フィルム 07保健室用品 08保育用教材 09運動用品    

10運動器具 11運動衣 12運動靴 13武道具 14洋楽器 15和楽器    

16楽譜 17音楽ＣＤ・レコード   99その他 

００４ 什器・家具 
01鋼製什器 02木製什器 03家具・ベッド（医療用を除く）         

04図書館用什器 05移動棚 06カルテ管理システム 07調剤台      

08実験・実験用什器   99その他 

００５ 荒物雑貨 

01家庭金物類 02清掃用具・用品 03石鹸・洗剤 04ワックス類      

05食器類（磁器・ガラス器･漆器等） 06トイレットペーパー        

07紙・繊維製雑貨類 08建築金物 09大工道具・工具 10塗料 11仮設資材   

99その他 

００６ 工業用ゴム製品 

01サクションホース 02ゴム・ビニールホース 03塩ビ管 04パッキン類 

05工業用ベルト 06ゴム･ビニールシート 07防振ゴム 08オイルフェンス 

09ゴムマット 10鋳鉄管接手用ゴム輪 11ゴム製可撓伸縮管       

12水道用ゴムパッキン 13水道章標 14管明示テープ   その他 

００７ 繊維・ゴム・皮革製品 

01制服・事務服 02作業服 03防寒衣・外とう 04白衣 05雨衣 06肌着 

07ネクタイ 08手袋 09作業用手袋 10靴下 11ふとん・毛布・敷布    

12帽子（運動帽を除く） 13革靴 14作業靴・安全靴 15ゴム長靴     

16地下足袋 17病院用シューズ 18カバン   99その他 

００８ 室内装飾品等 
01じゅうたん・カーテン・ブラインド 02簡易間仕切り 03緞帳・暗幕    

04天幕 05旗・のぼり・たれ幕 06郵袋 07腕章 08選挙用品       

99その他 

００９ 家電・カメラ・厨房機器等 

01一般家庭用電化製品 02時計・貴金属 03写真機・写真材料       

04撮影機・映写機 05流し台・調理台 06厨房用調理機器         

07厨房用食器洗浄・消毒機器 08厨房用冷凍・冷蔵関係 09給湯関係機器  

10風呂釜等浴槽関係機械器具   99その他 

０１０ 自動車・自転車 

01乗用車 02貨物車 03軽自動車 04バス 05特殊車（フォークリフト等） 

06電気自動車等 07特殊用途自動車（ごみ収集車、ポンプ車等） 08二輪車 

09原付自転車 10自転車 11自動車架装 12自動車部品         

13排気ガス浄化装置 14車検整備・分解整備   99その他 

０１１ 燃料・ガス・油脂 
01ガソリン 02灯油 03軽油 04重油 05潤滑油 06ＬＰガス      

99その他 

０１２ 電車両・軌道用品 

01電車両 02台車 03車輪・車軸 04電車両部品 05電車内装部品    

06主電動機 ・主制御機 07蓄電池 08カーボンブラシ 09軌道用品   

10分岐器 11まくらぎ 12レール 13締結装置 14リアクションプレート 

15軌道モーターカー 16検測車・マルチプルタイタンハー 17修理・検査   

99その他 

０１３ 船舶・航空機 01船舶 02ボート 03航空機 04ヘリコプター   99その他 
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種目番号 営 業 種 目 取 扱 品 目 番 号 及 び 区 分 

０１４ 理化学機械器具 
01分析機器（光） 02分析機器（クロマト） 03分析機器（ガス）       

04分析機器（その他） 05光学機器 06試験検査機器 07環境測定機器   

08測量機器 09水道メーター   99その他 

０１５ 工作用機械器具 
01旋盤 02ボール盤 03研削盤 04フライス盤 05プレス機械 06切断機 

07洗浄機器 08溶接機 09溶断機 10測定器具 11電動工具 12雑工具   

99その他 

０１６ 産業用機械器具類 

01ボイラー 02エンジン 03ポンプ 04クレーン 05コンベア      

06産業用ロボット 07送風機 08冷凍機 09油圧･空圧機器（ジャッキ等） 

10空調機器 11発電機器 12変電気機 13受配電設備 14モーター    

15自動制御装置 16空気清浄機 17屋外照明器具 18舞台照明器具 19水道

施設用発電機 20水通施設用ポンプ類 21電磁流量計・超音波流量計    

99その他 

０１７ 通信用機械器具類 

01電話交換機 02有線放送装置 03ファクシミリ等搬送装置       

04テレビ放送装置 05ラジオ放送装置 06固定局通信装置        

07移動局通信装置 08レーダー装置 09ＩＴＶ 10無線機 11信号保安装置 

12鉄道用通信機器 13バスロケーションシステム 14券売機 15両替機   

16自動改札機 17料金精算装置 18自動料金収納機   99その他 

０１８ 農業・建設用機械器具 
01トラクター 02コンバイン 03畜産用・養鶏用機器           

04ブルドーザー・パワーショベル 05ロードローラー 06杭打機      

07さく岩機 08クレーン 09ミキサー   99その他 

０１９ 医療用機械器具 
01生体検査機器 02検体検査機器 03治療用機器 04放射線関連機器   

05手術関係機器 06調剤器具 07看護器具 08歯科用機器 09介護用機器 

99その他 

０２０ 
医薬品・衛生材料・    

介護用品 

01医薬用薬品 02家庭薬 03ワクチン 04医療用酸素 05笑気ガス    

06血清 07培地 08検査式薬 09Ｘ線フィルム 10脱脂綿・ガーゼ・包帯  

11歯科材料 12紙オムツ 13車いす 14医療・介護用ベッド 15介護用品  

99その他 

０２１ コンクリート･セメント 

01生コンクリート 02アスファルト混合物 03常温合材 04乳剤     

05セメント 06汚泥固化用セメント 07砕石 08砂利・砂・石粉      

09転炉滓・高炉滓 10舗装材 11ろ過砂 12焼却炉用硅砂 13道路用製品 

14陶管 15ブロック 16煉瓦 17遠心力鉄筋コンクリート管       

18人孔コンクリート蓋 19桝コンクリート蓋 20側塊類   99その他 

０２２ 鉄鋼・非鉄・鋳鉄製品 

01鋼材 02鋼矢板 03ガードレール 04ワイヤーロープ・金網 05鉄線  

06鋼製ジョイント 07消火栓キョウ用コンクリートブロック 08直管   

09異形管 10接合部品 11弁類・弁キョウ 12鉄蓋 13伸縮可とう管   

14メーターマス 15その他給水装置材料   99その他 

０２３ 電線・絶縁材料 
01電線 02電力ケーブル 03架線材料 04絶縁材料 05がいし      

99その他 

０２４ 標識・看板等 
01道路標識 02鉄道標識 03カーブミラー 04電照式標識 05バリケード 

06保安灯 07看板・掲示板 08黒板 09模型 10展示品 11サイン計画  

99その他 

０２５ 工業薬品・防疫剤 

01塩化第二鉄 02硫酸 03液体塩素 04過酸化水素 05苛性ソーダ    

06次亜塩素酸ナトリウム 07ケイ酸ソーダ               

08硫酸アルミニウム（液体・固形） 09ポリ塩化アルミニウム 10生石灰   

11消石灰 12高分子凝集剤 13活性炭 14消臭剤 15消泡剤 16試薬   

17工業用ガス 18防疫剤（殺虫剤、農薬、除草剤）   99その他 

０２６ 警察・消防・防災用品 

01拳銃ケース 02警棒 03帯革 04手錠・捕縄 05鑑識用機械器材    

06防御版 07消防用ホース 08消防ポンプ 09避難器具 10救助器具   

11防火服 12保護具（各種ヘルメットを含む） 13化学消化薬剤 14消火器 

15防災用品 16災害用備蓄食糧   99その他 

０２７ 造園資材 01種苗 02樹木 03芝 04草花 05用土肥料 06造園石材   99その他 

０２８ 百貨店・総合商社 01百貨店（全品目） 02総合商社（全品目） 

０９０ その他の物品 
01ガラス 02ダンボール箱 03フィルム（防災・省エネ用） 04畳     

05生ゴミ処理装置 06バッジ・カップ 07木材 08動物 09飼料     

99その他 

０９９ 不用品買受 
01鉄・非鉄屑 02機械 03自転車及び自動車 04遺失物（貴金属） 05遺失

物（雑品） 06紙・繊維屑 07廃油 08船舶 09立木  99その他 
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２ 委託・その他 

種目番号 営 業 種 目 取 扱 品 目 番 号 及 び 区 分 

１０１ 印刷 

01オフセット（一般） 02オフセット（新聞・タブロイド）          

03フォーム（ＯＣＲ・ＯＭＲ伝票） 04フォーム（その他） 05グラビア    

06シール・ラベル 07スクリーン 08ナンバリング 09カーボン     

10ＤＴＰ・デザイン 11印刷物の企画・編集   99その他 

１０２ 複写業務 01青写真 02コピー 03マイクロ写真 04ＤＰＥ 05光ディスク 99その他 

１０３ 建物清掃 01一般清掃 02病院清掃 03室内環境測定  99その他 

１０４ 電気・暖冷房等設備保守 
01電気 02暖冷房・空調設備 03火災報知器 04協同溝保守       

05道路トンネル付帯設備保守 06エレベーター 07エスカレーター    

08消火設備 09街灯 10屋外照明灯 11信号機   99その他 

１０５ 警備・受付等 
01施設警備 02機械警備 03その他警備 04受付 05電話交換      

06エレベーター運転 07プール管理   99その他 

１０６ 通信施設保守 01電話交換機 02無線機 03テレビ共聴設備   99その他 

１０７ 環境関係測定機器保守 
01自動車排ガス測定機器等大気関係機器                

02水質汚濁監視装置等水質関係機器    99その他 

１０８ ボイラー清掃 01ボイラー 02煙突   99その他 

１０９ 浄化槽・貯水槽清掃 
01浄化槽清掃 02浄化槽保守点検 03汚水桝清掃 04汚水処理施設点検  

05貯水槽清掃 06貯水槽保守点検   99その他 

１１０ 道路・公園管理 
01道路清掃 02道路付属関係清掃 03河川・公園清掃 04公衆トイレ清掃 

05除草・草刈 06樹木・花壇保護   99その他 

１１１ 害虫駆除 
01建物 02樹木 03ねずみの駆除 04白蟻防除 05鳥害防除 06ガス燻蒸 

99その他 

１１２ 廃棄物処理 

01一般廃棄物処理（収集・運搬） 02一般廃棄物処理（中間処理）       

03一般廃棄物処理（処分） 04産業廃棄物処理（収集・運搬）         

05産業廃棄物処理（中間処理） 06産業廃棄物処理（処分）         

07特別管理産業廃棄物（収集・運搬） 08特別管理産業廃棄物（中間処理）

09特別管理産業廃棄物（処分）   99その他 

１１３ 管渠清掃 01下水道管渠内清掃（清掃から収集・運搬） 02下水道管渠内清掃（処分） 

１１４ 運搬請負 
01事務所移転 02美術館 03土砂等 04一般貨物輸送 05海上運送    

06保管 07一般旅客自動車運送事業 08特定旅客自動車運送事業 99その他 

１１５ 広告代理 
01車内広告・駅ばり 02新聞折込み 03新聞・雑誌広告 04テレビ     

05ラジオ 06車体利用広告   99その他 

１１６ ビデオ・スライド制作 01ビデオ 02スライド 03写真撮影   99その他 

１１７ 航空写真・図面制作 
01航空写真から図面制作まで 02航空写真 03図面制作 04写図     

05地図製作 06住居表示案内図   99その他 

１１８ 医事業務 
01医事事務 02滅菌（院内） 03滅菌（持ち出し）             

04病院事務（電話予約、病歴管理、収納等）                

05病院事務（病棟等作業、物流管理等）     99その他 

１１９ 病院給食・学校給食 01病院給食 02学校給食 03食器洗浄 

１２０ 催事関係業務 
01催事の企画から会場設営まで 02会場設営・展示業務 03舞台操作等   

99その他 

１２１ 情報処理業務 01データ入力 02システム開発   99その他 

１２２ 検査業務 
01大気検査 02水質検査 03土壌分析 04騒音レベル 05理化学検査   

06臨床検査 07集団検診 08作業環境測定 09放射能測定        

10ダイオキシン類測定   99その他 

１２３ 
都市計画・交通関係    

調査業務 

01地域・地区計画 02再開発・区画整理計画               

03公園・レクリエーション施設計画 04上・下水道計画 05道路・交通計画 

06港湾計画 07橋梁計画 08空港・へリポート計画 09交通量調査     

99その他 

１２４ 土木・水系関係調査業務 

01地質・地盤調査 02路面性状調査 03トンネル等変状観測        

04土木構造・耐震耐力度調査 05危険校舎耐力度調査 06地形・砂防調査  

07河川・水理計画 08水理模型による解析 09水分調査 10流量・水位観測 

11海洋調査 12埋め立て免許関係   99その他 
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種目番号 営 業 種 目 取 扱 品 目 番 号 及 び 区 分 

１２５ 
市場・補償鑑定関係    

調査業務 

01市場・経済調査 02世論調査 03社会・経営調査 04廃棄物調査     

05土地鑑定調査 06物件鑑定調査 07営業補償鑑定調査   99その他 

１２６ 
環境アセスメント関係   

調査業務 

01大気汚染 02悪臭 03水質汚染 04土壌汚染 05騒音・振動      

06地盤沈下 07地形・地盤 08日照阻害 09低周波空気振動 10電波障害 

11風害 12動植物・植生 13史跡・文化財 14景観   99その他 

１２７ 
下水道管路内ＴＶカメラ 

調査業務 

01下水道管路内ＴＶカメラ調査業務 

１２８ クリーニング 
01寝具 02白衣・手術衣 03作業衣 04おむつ 05ふとん丸洗い     

06防炎加工 07寝具乾燥   99その他 

１２９ 汚泥脱水機ろ布 01張替 02洗浄 03補修   99その他 

１３０ 
浄水場・処理場機械    

運転管理 

01浄水場排水処理・給水所等機械運転管理 02処理場機械運転管理     

03浄水場・給水所等電気機械設備保守点検                

04処理場ポンプ所電気機械設備保守点検 05下水道施設開発調査 

１３１ 賃貸業務 
01医療器械 02電子計算機リース 03電子計算機レンタル 04複写機    

05ファクシミリ 06自動車 07寝具・おむつ 08仮設ハウス・トイレ    

09樹木   99その他 

１９０ その他の業務委託等 

01旅行 02発送代行 03翻訳・通訳 04速記 05自動車運転代行     

06動物飼育 07運動場整備 08デザイン（印刷物を除く） 09真空包装   

10海上業務・土砂処分監理業務 11検針業務 12放射線計測等業務（人体） 

13図書等整理業務 14ゴミ処理施設運転等業務 15高圧ガス容器保守委託  

99その他 

２０１ ライフライン 01電力供給 
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〔別表２〕 資格証明書（登録証明書・許可証等）を必要とする営業種目等 

 

種目番号 営 業 種 目 添   付   書   類 

０１０ 自動車・自転車 
自動車整備事業指定                    

自動車分解整備事業指定 

０１１ 燃料・ガス・油脂 液化石油ガス販売事業者登録証 

０１９ 医療用機械器具 
医療用具製造業許可証                   

医療用具販売業届・賃貸業届 

０２０ 医薬品・衛生材料・介護用品 

医薬品販売業許可証（一般）                 

医薬品販売業許可証（薬種商）                

毒物劇物特定品目販売業登録票               

麻薬卸売業者免許証 

医薬品販売業許可証（一般） （医薬品を扱う者のみ）              

医薬品販売業許可証（薬種商） （小売を扱う者のみ）               

医療用具販売業届・賃貸業届 （医療用具を扱う者のみ） 

医療用具販売業届・賃貸業届 

０２５ 工業薬品・防疫剤 

医薬品販売業許可証（一般）                  

毒物劇物特定品目販売業登録票 

毒物劇物特定品目販売業登録票 

０２６ 警察・消防・防災用品 消防設備業届出書・届出証明書 

０９９ 不用品買受 古物商営業許可証 

１０４ 電気・暖冷房等設備保守 消防設備業届出書・届出証明書 

１０５ 警備・受付等 

認定証                           

機械警備業務届出開始受理証                 

営業所設置等届出受理証 

１０９ 浄化槽・貯水槽清掃 
浄化槽清掃業許可証                     

浄化槽保守点検業登録通知書 

１１０ 道路・公園管理 建設業許可証明書（造園） 

１１１ 害虫駆除 防除業届 

１１２ 廃棄物処理 

特別管理産業廃棄物処分業許可証・収集運搬業許可証      

産業廃棄物処分業許可証・収集運搬業許可証          

一般廃棄物処分業許可証・収集運搬業許可証 

１１３ 管渠清掃 
産業廃棄物処分業許可証・収集運搬業許可証          

一般廃棄物処分業許可証・収集運搬業許可証 

１１４ 運搬請負 

一般旅客自動車運送事業免許（一般旅客自動車運送事業を行う者）              

特定旅客自動車運送事業（特定旅客自動車運送事業を行う者）              

貨物自動車運送事業許可（一般貨物自動車運送事業を行う者）              

利用運送事業許可（貨物運送取扱事業を行う者）                   

海上運送事業許可（海上運送事業を行う者）             

倉庫業許可（保管業を行う者） 

１２２ 検査業務 

衛生検査所登録証明書（臨床検査を行う者のみ）         

病院（診療所等）開設許可証（集団検診を行う者のみ）       

計量証明事業登録証（その他の検査を行う者のみ） 

１２８ クリーニング クリーニング開設確認済証 

 



 35 

〔別表３〕 コード表 

１ 法人等コード 

コード

番 号 
法人等名称  

コード

番 号 
法人等名称  

コード

番 号 
法人等名称  

コード

番 号 
法人等名称 

００ 個人  ０５ 社団法人  ０８ 協同組合  １３ 農業協同組合 

０１ 株式会社  ０６ 財団法人  ０９ 商業組合  １４ 漁業協同組合 

０２ 有限会社  ０７ 社会福祉法人  １０ 工業組合  １５ 生活協同組合 

０３ 合名会社     １１ 企業組合  １６ その他 

０４ 合資会社     １２ 協業組合  １７ 特定非営利活動法人 

（例） ㈱東京商事→「０１」、新宿商店有限会社→「０２」 

 

２ 組織名称前・後区分コード 

コード

番 号 
組織名称の位置  

コード

番 号 
組織名称の位置  

コード

番 号 
組織名称の位置  

コード

番 号 
組織名称の位置 

０ 個人  １ 法人名称の前  ２ 法人名称の後  ３ その他 

（例） ㈱東京商事→「１」、新宿商店有限会社→「２」 

 

３ 都道府県コード 

コード 

番 号 
都道府県名  

コード 

番 号 
都道府県名  

コード 

番 号 
都道府県名  

コード 

番 号 
都道府県名  

コード 

番 号 
都道府県名 

０１ 北海道  １１ 埼玉県  ２１ 岐阜県  ３１ 鳥取県  ４１ 佐賀県 

０２ 青森県  １２ 千葉県  ２２ 静岡県  ３２ 島根県  ４２ 長崎県 

０３ 岩手県  １３ 東京都  ２３ 愛知県  ３３ 岡山県  ４３ 熊本県 

０４ 宮城県  １４ 神奈川県  ２４ 三重県  ３４ 広島県  ４４ 大分県 

０５ 秋田県  １５ 新潟県  ２５ 滋賀県  ３５ 山口県  ４５ 宮崎県 

０６ 山形県  １６ 富山県  ２６ 京都府  ３６ 徳島県  ４６ 鹿児島県 

０７ 福島県  １７ 石川県  ２７ 大阪府  ３７ 香川県  ４７ 沖縄県 

０８ 茨城県  １８ 福井県  ２８ 兵庫県  ３８ 愛媛県    

０９ 栃木県  １９ 山梨県  ２９ 奈良県  ３９ 高知県    

１０ 群馬県  ２０ 長野県  ３０ 和歌山県  ４０ 福岡県    

 

４ 区市町村コード（都内のみ） 

コード 

番 号 
特別区名  

コード 

番 号 
特別区名  

コード 

番 号 
特別区名  

コード 

番 号 
特別区名  

コード 

番 号 
特別区名 

００１ 千代田区  ００６ 台東区  ０１１ 大田区  ０１６ 豊島区  ０２０ 練馬区 

００２ 中央区  ００７ 墨田区  ０１２ 世田谷区  ０１７ 北区  ０２１ 足立区 

００３ 港区  ００８ 江東区  ０１３ 渋谷区  ０１８ 荒川区  ０２２ 葛飾区 

００４ 新宿区  ００９ 品川区  ０１４ 中野区  ０１９ 板橋区  ０２３ 江戸川区 

００５ 文京区  ０１０ 目黒区  ０１５ 杉並区       

 

コード 

番 号 
市町村名  

コード 

番 号 
市町村名  

コード 

番 号 
市町村名  

コード 

番 号 
市町村名  

コード 

番 号 
市町村名 

０２５ 狛江市  ０３３ 武蔵野市  ０４１ 小平市  ０５１ あきる野市  ２０３ 新島村 

０２６ 武蔵村山市  ０３４ 三鷹市  ０４２ 日野市  ０５２ 西東京市  ２０４ 神津島村 

０２７ 東大和市  ０３５ 青梅市  ０４３ 東村山市  １０１ 瑞穂町  ２０５ 三宅村 

０２８ 清瀬市  ０３６ 府中市  ０４４ 国分寺市  １０２ 日の出町  ２０６ 御蔵島村 

０２９ 東久留米市  ０３７ 昭島市  ０４５ 国立市  １０４ 檜原村  ２０７ 八丈町 

０３０ 福生市  ０３８ 調布市  ０４８ 多摩市  １０５ 奥多摩町  ２０８ 青ヶ島村 

０３１ 八王子市  ０３９ 町田市  ０４９ 稲城市  ２０１ 大島町  ２０９ 小笠原村 

０３２ 立川市  ０４０ 小金井市  ０５０ 羽村市  ２０２ 利島村    
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〔別表４〕 営業年数早見表 
西 暦 元 号 営業年数 西 暦 元 号 営業年数 西 暦 元 号 営業年数 

１８６９ 明治 ２年 １４５ １９１８ 大正 ７年 ９６ １９６７ 昭和４２年 ４７ 

１８７０ 明治 ３年 １４４ １９１９ 大正 ８年 ９５ １９６８ 昭和４３年 ４６ 

１８７１ 明治 ４年 １４３ １９２０ 大正 ９年 ９４ １９６９ 昭和４４年 ４５ 

１８７２ 明治 ５年 １４２ １９２１ 大正１０年 ９３ １９７０ 昭和４５年 ４４ 

１８７３ 明治 ６年 １４１ １９２２ 大正１１年 ９２ １９７１ 昭和４６年 ４３ 

１８７４ 明治 ７年 １４０ １９２３ 大正１２年 ９１ １９７２ 昭和４７年 ４２ 

１８７５ 明治 ８年 １３９ １９２４ 大正１３年 ９０ １９７３ 昭和４８年 ４１ 

１８７６ 明治 ９年 １３８ １９２５ 大正１４年 ８９ １９７４ 昭和４９年 ４０ 

１８７７ 明治１０年 １３７ １９２６ 昭和 元年 ８８ １９７５ 昭和５０年 ３９ 

１８７８ 明治１１年 １３６ １９２７ 昭和 ２年 ８７ １９７６ 昭和５１年 ３８ 

１８７９ 明治１２年 １３５ １９２８ 昭和 ３年 ８６ １９７７ 昭和５２年 ３７ 

１８８０ 明治１３年 １３４ １９２９ 昭和 ４年 ８５ １９７８ 昭和５３年 ３６ 

１８８１ 明治１４年 １３３ １９３０ 昭和 ５年 ８４ １９７９ 昭和５４年 ３５ 

１８８２ 明治１５年 １３２ １９３１ 昭和 ６年 ８３ １９８０ 昭和５５年 ３４ 

１８８３ 明治１６年 １３１ １９３２ 昭和 ７年 ８２ １９８１ 昭和５６年 ３３ 

１８８４ 明治１７年 １３０ １９３３ 昭和 ８年 ８１ １９８２ 昭和５７年 ３２ 

１８８５ 明治１８年 １２９ １９３４ 昭和 ９年 ８０ １９８３ 昭和５８年 ３１ 

１８８６ 明治１９年 １２８ １９３５ 昭和１０年 ７９ １９８４ 昭和５９年 ３０ 

１８８７ 明治２０年 １２７ １９３６ 昭和１１年 ７８ １９８５ 昭和６０年 ２９ 

１８８８ 明治２１年 １２６ １９３７ 昭和１２年 ７７ １９８６ 昭和６１年 ２８ 

１８８９ 明治２２年 １２５ １９３８ 昭和１３年 ７６ １９８７ 昭和６２年 ２７ 

１８９０ 明治２３年 １２４ １９３９ 昭和１４年 ７５ １９８８ 昭和６３年 ２６ 

１８９１ 明治２４年 １２３ １９４０ 昭和１５年 ７４ １９８９ 平成 元年 ２５ 

１８９２ 明治２５年 １２２ １９４１ 昭和１６年 ７３ １９９０ 平成 ２年 ２４ 

１８９３ 明治２６年 １２１ １９４２ 昭和１７年 ７２ １９９１ 平成 ３年 ２３ 

１８９４ 明治２７年 １２０ １９４３ 昭和１８年 ７１ １９９２ 平成 ４年 ２２ 

１８９５ 明治２８年 １１９ １９４４ 昭和１９年 ７０ １９９３ 平成 ５年 ２１ 

１８９６ 明治２９年 １１８ １９４５ 昭和２０年 ６９ １９９４ 平成 ６年 ２０ 

１８９７ 明治３０年 １１７ １９４６ 昭和２１年 ６８ １９９５ 平成 ７年 １９ 

１８９８ 明治３１年 １１６ １９４７ 昭和２２年 ６７ １９９６ 平成 ８年 １８ 

１８９９ 明治３２年 １１５ １９４８ 昭和２３年 ６６ １９９７ 平成 ９年 １７ 

１９００ 明治３３年 １１４ １９４９ 昭和２４年 ６５ １９９８ 平成１０年 １６ 

１９０１ 明治３４年 １１３ １９５０ 昭和２５年 ６４ １９９９ 平成１１年 １５ 

１９０２ 明治３５年 １１２ １９５１ 昭和２６年 ６３ ２０００ 平成１２年 １４ 

１９０３ 明治３６年 １１１ １９５２ 昭和２７年 ６２ ２００１ 平成１３年 １３ 

１９０４ 明治３７年 １１０ １９５３ 昭和２８年 ６１ ２００２ 平成１４年 １２ 

１９０５ 明治３８年 １０９ １９５４ 昭和２９年 ６０ ２００３ 平成１５年 １１ 

１９０６ 明治３９年 １０８ １９５５ 昭和３０年 ５９ ２００４ 平成１６年 １０ 

１９０７ 明治４０年 １０７ １９５６ 昭和３１年 ５８ ２００５ 平成１７年 ９ 

１９０８ 明治４１年 １０６ １９５７ 昭和３２年 ５７ ２００６ 平成１８年 ８ 

１９０９ 明治４２年 １０５ １９５８ 昭和３３年 ５６ ２００７ 平成１９年 ７ 

１９１０ 明治４３年 １０４ １９５９ 昭和３４年 ５５ ２００８ 平成２０年 ６ 

１９１１ 明治４４年 １０３ １９６０ 昭和３５年 ５４ ２００９ 平成２１年 ５ 

１９１２ 大正 元年 １０２ １９６１ 昭和３６年 ５３ ２０１０ 平成２２年 ４ 

１９１３ 大正 ２年 １０１ １９６２ 昭和３７年 ５２ ２０１１ 平成２３年 ３ 

１９１４ 大正 ３年 １００ １９６３ 昭和３８年 ５１ ２０１２ 平成２４年 ２ 

１９１５ 大正 ４年 ９９ １９６４ 昭和３９年 ５０ ２０１３ 平成２５年 １ 

１９１６ 大正 ５年 ９８ １９６５ 昭和４０年 ４９ ２０１４ 平成２６年 ０ 

１９１７ 大正 ６年 ９７ １９６６ 昭和４１年 ４８    

営業年数は、平成26年７月１日現在で何年かを、営業概要総括表に記入する。 

したがって、創業・設立年月日が７月２日以降の場合には、この表で求めた営業年数から１をマイナスする。 

 

［例］ 

① 設立年月が昭和32年６月５日の場合 

営業年数は57年（設立が７月１日以前のため早見表の年数「57」となる。） 

② 設立年月が昭和14年７月30日の場合 

営業年数は74年（設立が７月２日以降のため早見表の年数「75」から１をマイナスし「74」となる。） 


